
業 務 の 名 称 令和３年度指宿港海岸における運用・維持管理のあり方検討業務

業 務 概 要

業務概要
 本業務は、指宿港海岸における、海岸協力団体を活用した運用・維持
管理のあり方について検討するものである。

業務内容
 １）業務計画
     計画準備   １式
     業務打合せ  ３回
 ２）海岸協力団体を活用した運用・維持管理の検討
     資料収集整理           １式
     運用・維持管理のあり方に関する検討  １式
     課題の抽出・検討            １式
     結果の整理             １式
 ３）成果
     業務完成図書作成  １式

契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局の
名 称 及 び 所 在 地

分任支出負担行為担当官
九州地方整備局 鹿児島港湾・空港整備事務所長 保利 修
鹿児島市城南町23-1

契 約 年 月 日 令和3年9月9日

契 約 業 者 名  一般社団法人日本マリーナ・ビーチ協会

契 約 業 者 の 住 所  東京都千代田区麹町４―５(海事センタービル２階)

契 約 金 額 13,629,000 円（税込み）

予 定 価 格 13,640,000 円（税込み）

随意契約によることとした
理 由

本業務は、指宿港海岸における、海岸協力団体を活用した運用・維持管
理のあり方について検討するもので、豊富な知識と高度な技術を要することか
ら、プロポーザル方式により、契約内容並びに契約手続きを公示し、参加表
明業者においては、予定管理技術者の経験及び能力（技術者資格・業務
執行技術力、専門技術力）、及び本業務に関する実施方針・特定テーマに
対する技術提案の観点から、技術提案書等の提出を求めるとともに、予定
技術者へヒアリングを行うことにより、専門技術力の確認、本業務の遂行能
力等を評価したものである。
建設コンサルタント等の特定手続に基づく審査の結果、一般社団法人日本
マリーナ・ビーチ協会が最適であると判断されることから、上記業者と会計法
第２９条の３第４項「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に基
づき随意契約を行い業務の円滑な遂行を図るものとする。

業 務 場 所 －

業 種 区 分 建設コンサルタント等

履 行 期 間 （ 自 ） 令和3年9月9日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和4年2月25日

備 考

随 意 契 約 結 果 及 び 契 約 の 内 容


